
綾歌・飯山市民総合センター、本島・広島市民センター 

添付書類⑦ 

高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種の 

次の方は、高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種の際に証明書等

を提出すると自己負担金が免除になります。 

●自己負担金免除対象者 

① 今年度の市民税が非課税世帯に属する方 

② 生活保護法による被保護世帯に属する方 

●申請の方法 

以下のうち 1 種類を医療機関で予防接種を受ける際に提出すれば、自己負担金の免除

が受けられます。 

 

１.自己負担金免除申請による方法    

① 「高齢者インフルエンザ（新型コロナウイルス）予防接種自己負担金免除申請書」

を記入し、健康課（丸亀市役所 2 階）、綾歌・飯山市民総合センター、又は本島･広

島市民センターに提出して下さい。 

② 対象者には「高齢者インフルエンザ（新型コロナウイルス）予防接種実施における

自己負担金について」が発行されます。 

予防接種を受ける際に医療機関に提出すれば、自己負担金が免除されます。 

 

①                                      

① 65 歳以上の方には、介護保険料に関する通知書が 7 月ごろ届きます。 

（65 歳未満の方には６５歳になられた翌月に届きます。） 

② 介護保険料に関する通知書の市民税賦課（本人）・市民税（世帯）の欄において、と

もに「非課税」と印字されている場合は、コピーを取り、予防接種を受ける際に医

療機関に提出すれば、自己負担金が免除されます。  

 

 

 介護保険サービスを利用されている方で、負担限度額認定証をお持ちの場合は、コピ

ーを取り、予防接種を受ける際に医療機関に提出すれば、自己負担金が免除されます。 

 

 

75 歳以上の方で、後期高齢者医療資格確認書の限度区分が「区分Ⅰ」または「区分

Ⅱ」の場合のみ、コピーを取り予防接種を受ける際に医療機関に提出すれば、自己負担

金が免除されます。 

 

１.自己負担金免除申請による方法 

２.今年度の介護保険料に関する通知書（写し） 

高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症

予防接種の自己負担金免除の手続きについて 

３.介護保険における負担限度額認定証（写し） 

４.後期高齢者医療資格確認書（写し） 

（写し） 

国保の限度額適用・負担限度額認定証は、国保加入者以外の世帯員の課税状況が反

映されないため、免除申請書としては適用しません。 

 


